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１ 高槻市６次産業化推進戦略の策定にあたって 

(１) 策定の目的 

 この戦略は、本市の農林産物の地域資源を活用した６次産業化（※）を推進し、人材発掘

や商品開発、農林産物加工品の販売の拡大、所得向上等に向けた推進方策を示すものです。 
 
 （※）１次産業としての農林業と、２次産業としての製造業、３次産業としての小売業等の事業と

の総合的かつ一体的な推進を図り、農林産物等の地域資源を活用した新たな付加価値を生み

出す取組 

 

(２) 戦略の位置付け及び計画期間 

 この戦略は、本市の６次産業化の取組の基本となるものであり、高槻市農林業基本計画（令

和４年度～令和１３年度）「基本的方向性１：次代に継承する農業」の実現に向け、その基本

方針に基づき策定します。また、本戦略の計画期間は令和４年度から令和１３年度の１０年

間とし、進捗や社会情勢を踏まえ、５年ごとに見直すこととします。 
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２ 本市の概要と農林業及び６次産業化等について現状と課題 

(１) 概要 

 本市は、大阪府の北東部にあり、大阪市と京都市のほぼ中間に位置し、茨木市、枚方市、摂

津市、寝屋川市、島本町、京都府京都市、亀岡市に接している中核市です。市域は、東西約１

０㎞、南北約２２㎞と南北に長く、面積１０５．２９㎢で、市内のほぼ４割が森林で覆われ

ています。人口は約３５万人、世帯数は約１６万世帯です（令和４年５月末時点）。 
 

(２) 現状 

 農業 

本市では、古くから稲作を中心とした農業が営まれてきました。耕地面積５８３ha のうち

９割以上が田で、市の農業産出額７億４千万円のうち５億円が水稲です。特産品は、水稲（ヒ

ノヒカリ・キヌヒカリ）の他、トマト、しいたけ、いちご、服部越瓜（はっとりしろうり）、

たけのこ、花きです。大消費地に隣接するという立地条件を生かした都市近郊型の農業が展

開されています。また、大阪エコ農産物の取組も行われており、市内直売所や朝市等で販売

されています。なお、大阪エコ農産物として認証された、たまねぎ、じゃがいも、だいこん、

にんじんが小・中学校の給食で提供されており、令和３年度は約９．７トン提供されました。 
農家戸数と耕地面積については、平成２７年に１，３４３戸６１６ha、令和２年に１，２

１３戸５８６ha と減少しています。これは、農業従事者の高齢化、担い手農業者の不足、都

市部に位置するために生じる農地の別目的利用（農地転用等）による事などが原因と考えら

れ、将来的には、ますます農家戸数と耕地面積が減少すると予想されます。 

 
出典：農林水産省「農林業センサス」及び「作物統計調査」より作成
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出典：農林水産省「農林業センサス」より作成 

 

 

 林業 

 市の北部は森林に覆われ、森林面積は約４，６１９ha と市域の約４割を占めています。そ

の半分以上がスギやヒノキの人工林であり、多くは昭和中期に植林されてから５０年を超え

て成熟し、木材として利用する段階を迎えています。 
 平成２９年度からは、大阪府の認証制度である「おおさか材認証制度」を活用し、本市で

生育・伐採された木材を公的に認証する仕組みを導入しました。令和３年度までに、この制

度を活用し、２件の製材業者が認定業者として登録されました。 
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農業経営体の年齢階層別割合
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 ６次産業化 

本市の農林産物を使用した商品は、服部越瓜のかす漬け、味噌や米粉の他、たけのこの水

煮、トマトゼリー、たかつき産材で作られた木材チップなどがあります。 
 

 

 
 
また、農業者が一貫して生産、加工、販売まで行っている商品の一例は次のとおりです。 
 

   
高槻しいたけセンター 畑中農園 たかつきベリーファーム 

 
 

 
㈱高谷 ORGANIC FARMS HARA ㈱高槻酒文化研究所 
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(３) 課題 

本市で６次産業化に取り組む上での課題としては、

農林業者の高齢化、後継者不足等により、６次産業化

に取り組む可能性のある農林業者が少ないこと、ま

た、小規模な農林業者が多く、６次産業化に対する専

門知識も不足しており、単独で６次産業化に取り組む

ことが困難なこと、販売にあたっては６次産業化商品

に対する有効な付加価値の付け方が分からないこと

などが挙げられます。また、「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地

域の農林水産物の利用促進に関する法律」に基づく総合化事業計画の認定数は、全国で２，

６１６件、大阪府で４１件（令和４年３月３１日時点）に上りますが、本市における認定数

は１件にとどまっており、制度についての周知や認定を検討する農林業者に対する支援が必

要です。 
販路については、市内の農林産物直売所や、各地での朝市・市内スーパー等がありますが、

生産した６次産業化商品を全量販売するためには、今後さらに販路を広げていく必要があり

ます。 
 

 

出典：農林水産省「2020 年農林業センサス」より作成 
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農業経営体あたりの経営耕地面積(ha) 

全国（北海道除く） ２．２ 

近畿 １．４ 

大阪府 ０．７ 

高槻市 ０．６ 

出典：農林水産省「2020 年農林業センサス」より作成 
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３  現状と課題を踏まえた６次産業化の取組方針 

 市内では、小規模な農林業者が多く、その数も減少していることから、農林業を継続して

いく環境を整えることが必要です。そこで、市内農林産物をはじめ多様な地域資源も活用し

た新たな付加価値を生み出す６次産業化の取組を支援し、新商品の開発や販路開拓を推進

し、農林業者の所得向上を図ります。さらには、この取り組みを推進することで、地域振興

につなげ、次の世代へ高槻の農林業を引継いでいきます。 

 

４ 今後の６次産業化等推進の成果目標 

 国の農山漁村振興交付金を活用し、新商品の開発、販路開拓等に取り組む農林業者等の数

を増やすことを目的とします。 
 

令和３年度 ０件  →  令和１３年度 ５件 
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５ 新商品の種類、加工の技術、及び新商品の販路開拓等の方
向性 

 地域の特性を生かして６次産業化等に取り組む上で重点的に活用を図るべき農林産物又は

それを原材料として開発し、及び生産する新商品の種類、当該新商品を生産する際に用いる

加工の技術、当該新商品の販路開拓等の方向性は、次のとおりです。 
 

農林水産物名 新商品の種類 加工技術等 販路開拓 

高槻市で生産され

た農林産物（１次産

品）全般 

 

 

 

・漬物 

・ジャム 

・菓子類 

・そうざい、佃煮 

・めん類 

・スープ 

・調味料 

・飲料 

・農産物の水煮、乾

燥、燻製、塩蔵品、

糖蔵品、冷凍品、

粉末、ペースト、

果汁等 

・その他、農林産物

を利用した加工品

等 

農林産物の特徴を

生かせる加工技術

を商品ごとに選択

する。 

 

例） 

・加熱 

・冷却・凍結 

・乾燥 

・粉砕 

・混捏 

・擂潰 

・剝皮 

・搗精 

・抽出 

・濃縮 

・混合 

・成型 

・加圧 

・乳化 

・ゲル化 

・燻煙 

・塩蔵 

・糖蔵 

・発酵    

・オイル煮 

・製材   等 

直売に加え、 

・量販店 

・百貨店 

・ホテル 

等で取り扱っても

らえるよう、商談会

等に積極的に出展

する。 

 

たかつき土産や、ふ

るさと納税の返礼

品として展開し、地

元６次産業化商品

の PRを行う。 

 

 

その他、インターネ

ットによる販売な

ど、各地への流通を

目指した販路開拓

に取り組む。 
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６ 育成を図る６次産業化事業体等の将来像 

本市の農林業者は、小規模な経営体が多く、単独で６次産業化に取り組むことは難しい場

合が多いと考えられます。そこで、業種を超え、製造・加工業やサービス・販売業と連携し、

地域ぐるみでの６次産業化による商品開発を目標とします。 
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７ 農林漁業者等を支援するために行う施策 

(１) ６次産業化に取り組むための支援策 

 高槻市６次産業化推進協議会の設置 

 本市における６次産業化を推進するため、高槻市６次産業化推進協議会を設置し、そのネ

ットワークを活用し協働により、６次産業化に取り組む農林業者等を支援していきます。 
 

高槻市６次産業化推進協議会 

・近畿農政局大阪府拠点 

・大阪府北部農と緑の総合事務所 

・高槻市農業協同組合 

・大阪府森林組合三島支店 

・高槻商工会議所 

・高槻市農業委員会事務局 

・高槻市街にぎわい部農林緑政課 

 

 個別相談と事業化に向けたサポート 

 大阪府では、府内の農林漁業者等の６次産業化への取り組みをサポートするため「大阪産

（もん）農山漁村発イノベーションサポートセンター」が設置されています。このサポート

センターには、専門知識を有する企画推進委員が配置されており、６次産業化を支援する体

制が整備されています。 
 ６次産業化に取り組む農林業者等に対する個別相談に応じ、本市で６次産業化に取り組も

うとする農林業者等に対しては、サポートセンターが派遣するプランナーからのアドバイス

を受けるためのサポート体制を構築します。また、サポートセンターをはじめ、関係機関・

団体と協働により支援を行っていきます。 
 

 農商工連携による新商品開発や販路開拓等 

 新事業が展開できるよう、また、６次産業化の取り組みにより開発された新商品の販路が

開拓できるよう、６次産業化推進協議会と連携し、農林業者等と食品事業者等の商工業者や、

市内流通業者とのマッチングの機会を設けていきます。 
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 人材の発掘 

 ６次産業化に係る制度や支援体制等について周知し、６次産業化への取り組み意向のある

農林業者を発掘します。 
 

(２) 販路拡大に向けた支援策 

 たかつき土産やふるさと納税の返礼品への展開 

 本市に深く関係し、本市の特長を生かした商品を「たかつき土産」として高槻商工会議所

が認定しており、現在７０種類以上の「たかつき土産」があります。また、約３１５件（令和

４年５月末時点）のふるさと納税の返礼品を取り揃えています。 
 今後、６次産業化で開発した新商品について、「たかつき土産」やふるさと納税の返礼品へ

の展開を推進することで、販路の拡大につなげます。 
 

 商談会等の情報提供 

 大阪府等が実施する商談会等の情報を提供することで、販路拡大を支援します。 
 

 イベントへの参加促進 

 「高槻市農林業祭」や朝市等、市内外のイベントを活用し、６次産業品の販売や PR 活動を

行うことで、生産者と消費者のお互いの顔が見える関係の構築を支援します。 
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８ 国の支援施策の活用方策 

農林業者等の事業内容により国が準備している農山漁村振興交付金のうちの、農山漁村発

イノベーション対策等を活用します。 

(１) 農山漁村発イノベーション推進支援事業 

 ２次・３次産業と連携した加工・直売にかかる商品開発や農林産物に関わる多様な資源を

活用した商品・サービスの開発やこれらに係る研究開発等を支援します。 
 

(２) 農山漁村発イノベーションサポート事業 

 農山漁村発イノベーション中央サポートセンターにおいて、大阪産（もん）農山漁村発イ

ノベーションサポートセンターと連携した支援を行い、高度な専門家の派遣を通じた重点的

な伴走支援や起業家と農山漁村のマッチングの取組を支援します。 
 

(３) 農山漁村発イノベーション等整備事業 

 多様な事業者とネットワークを構築し、制度資金等の融資又は出資を活用して６次産業化

に取り組む場合に必要となる、農産物加工・販売施設等の整備を支援します。 

 

 


